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新 農 業 委 員 決 ま る

　これら役割を果たすため、農業委員が一丸となって地域に密着した農業委員活動を展開してまいり

　任期満了に伴う農業委員の改選が行われ、平成２６年７月２０日付けで１６名の農業委員が就任し

ました。　（公選９名、流山市議会推薦の選任委員４名、とうかつ中央農業協同組合推薦の選任委員

１名、流山市新川土地改良区推薦の選任委員１名、北総農業共済組合推薦の選任委員１名）

　また、７月２２日に改選後最初の総会が開催され、会長に高市正義委員が、同職務代理者に水代

啓司委員が選任されました。

会長就任にあたって

者とのパイプ役として積極的な活動を推進してまいります。

流山市農業委員会長　　高市　正義

　さて、農業を取り巻く環境は農業所得の減少、農業従事者の高齢化や担い手不足、遊休農地の増加

　このたび、農業委員会初総会において、農業委員各位のご推

挙により、前期に引き続き会長という重責を担うことになりま

した。皆様のご協力の下、公平、適正な農業委員会運営に努め

など、厳しい状況が続いております。このような状況の中、農業委員会は農地と担い手を守り、農業

　また、日本の農産物の自由化が図られつつある時、担い手の確保や農地の利用集積など、生産性の

高い都市型農業を確立していく必要があります。さらに、都市型農業としての流山らしい農業の確立

に生産者の努力はもとより行政の支援が必要です。

ますので、ご支援とご協力をお願い申しあげます。

てまいる決意です。

さて、農業を取り巻く環境は農業所得の減少、農業従事者の高齢化や担い手不足、遊休農地の増

加など、厳しい状況が続いております。このような状況の中、農業委員会は農地と担い手を守り、

農業者とのパイプ役として積極的な活動を推進してまいります。

また、日本の農産物の自由化が図られつつある時、担い手の確保や農地の利用集積など、生産性

の高い都市型農業を確立していく必要があります。さらに、都市型農業としての流山らしい農業を

作り上げるには、生産者の努力はもとより行政の支援が必要です。

これら役割を果たすため、農業委員が一丸となって地域に密着した農業委員活動を展開してまい

りますので、ご支援とご協力をお願い申しあげます。
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＊掲載は議席番号順

新農業委員の紹介　　任期：平成２６年７月２０日～平成２９年７月１９日

　３年に１度の農業委員統一選挙が７月６日に告示され、定数（９人）を超えた１０人の
立候補があったため、本市では３９年ぶりとなる農業委員選挙が行われました。
　その結果、新委員５名を含む９名が当選し、農業委員となりました。なお、今回の改選
により須郷委員・根本委員・中村（敏）委員・水野委員・青野委員・酒巻委員、また、農
業委員として５期１５年、その内４期１２年もの間、会長職務代理者を務められた石井勇
委員が御勇退されました。これまでの御尽力ありがとうございました。
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農地転用について  

　農地を転用（農業以外の目的で利用）する場合には、市街化区域であれば届出、市街化
調整区域であれば許可が必要となります。
　大規模な工事はもちろん、農地造成工事（田を埋立てて畑にする工事）や駐車場を整備
する等の行為であっても無断で行うと違法となり、場合によっては元の農地に復元するよ
うに命令が発せられたり、３年以下の懲役や３００万円以下(法人の場合１億円以下)の罰
金といった厳しい処置が取られる可能性がありますので、必ず正規の手続きを経ていただ
きますようお願いします。
　また、市街化調整区域の許可の場合、農地の所在や転用目的、施工方法などによっては
許可が出来ない場合もありますので、ご注意ください。

平成２７年度流山市農業施策に関する建議書を提出しました！  

　平成26年11月17日、本市農業委員会を代表し、高市
会長、水代会長職務代理者及び総合農政検討委員会小
田桐委員長、同石井副委員長から、井崎市長に「平成
27年度流山市農業施策についての建議書」を提出しま
した。
　建議書は、「流山市後期基本計画」に位置付けられ
た都市型農業に対応した農業経営の安定と振興のた
め、7つの個別施策を柱に各地域の農業委員が、農業

・あらかじめ貸借期間を設定するため、期限がきた農地は離作料を支払うことなく、貸し
　手である農地所有者に返還されるので安心して貸付ができます。
・引き続き賃借を希望する場合は、賃借期間が終了しても、更新の手続きが行えます。

め、7つの個別施策を柱に各地域の農業委員が、農業
者からの意見・要望等を考慮し、慎重に検討をいたし
ました。この結果、各個別施策の推進にあたり、37項
目の実現に向けた措置をとられるよう建議しました。
　また、建議の提出にあたっては、概要について委員
長から市長に直接説明を行ったほか、学校給食や新川
耕地問題等についての議論を交わしました。
　建議の全文については、別紙のとおりです。

ご存じですか？　農地の貸し借り　（農業経営基盤強化促進法）

＊借り手ついては、農業者としての一定の条件がありますので、農業委員会にお問い合わ
　せください。

　農地の賃借をする方法としては、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の制度が
あります。
・この制度は、市が関与するので、安心して貸し借りができます。
・貸借に際しては、農地法の許可が不要で、手続きも簡易です。
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（１）　田（水稲）の部

（２）　畑（普通畑）の部

データ数

44

平成２６年度農地利用状況調査を実施  
農地を所有している方は、適正な管理を！

　農業者の高齢化や後継者不足などから、大切な農地が耕作されず遊休化している場合が
少なくありません。
　このため、農業委員会では、１０月に農地の実態把握と遊休農地の発生防止・解消対策
を目的として農業委員が地域を巡回し市内農地の利用状況について調査を実施しました。
　調査の結果、農地の適正な利用が行われていない所有者の方には、農地の有効活用のた
めの意向確認調査を行ってまいります。
　農地の所有者が耕作できない場合には、市が行っている農地利用集積円滑化事業を利用
して、耕作面積を拡大したい農業者などへ貸付けをすることを推進していますので、市農
政課　℡（７１５０）６０８６または、農業委員会まで御相談ください。

　

　遊休農地とは……過去１年以上作物の栽培が行われておらず、かつ、今後も引き続き耕
作の目的に使用される見込みのない農地

締結（公示）
された地域名

4,400円

平成２６年賃借料情報

最低額平均額 最高額

流山市全域 9,200円 12,500円

締結（公示）

　

 ※　賃借料情報は、農地の賃貸借をする場合の目安となるよう、賃借料の情報を提供す
　　るものです。
　　　あくまでも目安ですので、対象となる農地の条件等により当事者間の話合いを通し
　　て、適正な金額を決めてください。

データ数

77

　平成２６年１月から平成２６年１２月までに、締結(公示)された賃貸借における賃借料水準（１０a
当たり）は、上記のとおりです。

 ※　水稲で賃借料が物納支給の場合は、玄米30kg当たり4,500円に換算しています。

平均額 最高額 最低額

流山市全域 17,200円 27,000円

購読料：月600円[送料、税込み]

　　保険料は、月額２万円から６万７千円まで。
　　ライフプランに合わせ保険料を自由に選択で
　きます。

全国農業新聞を購読してみませんか

毎週金曜日発行
B3版8～10頁建

　データ数は、集計に用いた筆数です。

9,000円

　農業者年金に加入しましょう。

締結（公示）
された地域名


